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2026年６月 19日 

各   位 

 

                       会 社 名  アイサンテクノロジー株式会社 

                       代表者名  代表取締役社長 加藤 淳 

                             （ 東証スタンダード・名証メイン コード：4667 ） 

                       問合せ先  取締役経営管理本部長 曽我 泰典 

                               （ Tel 052－950－7500 ） 

 

 

 

「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2026 年６月 12 日付で受領した「特別調査委員会の調査報告書」に

示されている、同委員会による原因分析及び再発防止策の提言を真摯に受け止め、「内部統制システムに関す

る基本方針」の一部改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお変更箇所は下線で示しております。 

 

記 

 

(1)内部統制の基本方針 

＜社是＞ 

知恵 それは無限の資産 

実行 知恵は実行して実を結ぶ 

貢献 実を結んで社会に貢献 

＜経営理念＞ 

知恵で地理空間情報のイノベーションを実行し社会資本の豊かな発展に貢献する 

 

当社及び当社グループ各社は、この社是ならびに経営理念のもと、適正な業務執行のための体制を整備し運

用していくことが重要な経営の責務であると認識し、時代の変化に応じた適切な内部統制システムを整備すべ

く努めてまいります。 

 

(2)取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

①当社及び当社グループ各社は、企業が発展的存続をするためには、コンプライアンスの徹底が必要である

とした認識から、全ての取締役及び従業員が高い倫理観に基づいて行動し、社会から信頼され、貢献す

る経営体制の確立に努めます。 

②その取り組みは、リスク対策委員会を設置するとともに、コンプライアンスにおける具体的な行動指針で

ある「コンプライアンス行動指針」を定め、それらの啓蒙並びに推進に向けた教育を実施し、公正であ

り透明性の高い組織を目指します。 

③また、コンプライアンスに関する相談または不正行為等の通報のため当社顧問社会保険労務士へのホット

ラインを開設、その通報者の保護を図る内部通報制度を運用します。 

④社内業務における監査体制の強化を目的とし当社社長直轄組織として「内部監査室」を設置し、各業務が

定められた各社社内規程に従って適正かつ合理的に行われているかを定期的に監査し、その結果は同室

より各社社長へ報告、指摘を受けた事項の速やかな改善及び指示を行います。 

  

(3)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制並びに子会社の取締役等からその職務

の執行に係る情報の当社への報告に関する体制 

①当社及び当社グループ各社は、取締役会または重要な会議の意思決定における記録及び取締役が職務権限

規程に基づいて決裁した文書等、文書管理規程に基づいて定められた期間保存及び管理し、取締役は、
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必要に応じて、これら文書等を閲覧できるものとします。 

②当社は、子会社の取締役等にその職務の執行に係る重要な情報を当社に定期的に報告することを義務付け、

その基準を明示するとともに体制を整備します。 

 

(4)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①当社及び当社グループ各社は、様々な損失の危険に対して、損失の危険を最小限にする組織的な対応を行

います。具体的には、当社及び当社グループ各社の事業展開において想定される危機に対応した「危機

管理レベル」を設定し、そのレベルに従った対応のフローチャートを定めております。 

②損失の危険発生時には当該レベルに従ったフローチャートの対応を迅速に進め、その進捗及び結果は速や

かに各社社長まで報告し、最善の対応策を実施します。 

③当社及び当社グループ各社の事業の特色として、社会基盤整備における重要な位置情報の生成・管理を担

うソフトウェアを取り扱うことから、その品質強化に努めた体制を整備します。 

 

(5)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①当社及び当社グループ各社は、変化の激しい時代に対応する経営を確保するための体制として、取締役会

を原則月 1回定期的に開催します。また、必要に応じて適宜開催とし、当社及び当社グループ各社の経営

戦略に係る重要事項については、毎週開催する経営会議において議論を進め、その審議の結果を経て意

思決定を行います。 

②取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」において、

それぞれの責任者及び執行の手続について定めております。 

③昨今の経営環境を鑑み、コンプライアンスの仕組みを随時検証し、再整備を行うとともに、コンプライア

ンスの啓蒙・推進のための主導的な役割を担うポジションとして CCOを新たに設置し、コンプライアンス

への取り組みを強化しております。 

 

(6)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

①当社は当社グループ全体の適正且つ効率的な経営のため、事業部門、親会社の管理部門、内部監査部門の

３つのディフェンスラインによる、業務の適正性に向けた取り組みを強化します。 

（a）第 1ライン 

子会社含め、事業部門内において日常業務を通じて自らリスクを取り同時にそれを管理する役割とし

て、業務プロセスにおいてチェック機能を盛り込む。マニュアルの遵守し、実務現場での不正やミスを

防止する行動を行います。 

（b）第 2ライン 

当社管理部門において第 1ラインである事業部門が適切にリスク管理を行っているかを専門的な視点

から指導・支援・監視（モニタリング）する役割を担い、グループ全体でのリスク管理ルールの策定、

法改正情報の提供、現場へのコンプライアンス研修の実施、異常なデータのモニタリングを行います。 

（c）第 3ライン 

第 1ライン・第 2ラインから完全に独立した立場から、組織全体のガバナンスやリスク管理が有効に

機能しているかを「客観的に評価・保証」する役割を担い、取締役及び執行役員や第 2ラインのチェッ

ク体制自体に不備がないかを監査し、取締役会や監査役会へ直接報告を行います。 

②各子会社に対しては、内部監査室による定期的な監査を強化し、実施いたします。従来は各子会社のリス

クの大きさ、影響度から内部監査の実施範囲を決定していましたが、各子会社共通の監査手続きとし、

コンプライアンス並びに業務執行における課題を把握し、その報告を受け適切な改善を図ります。 

③当社子会社の重要事項の決定情報の共有化を図ります。また、子会社の業績・財務状況、その他重要事項

の決定については、当社の取締役会等の所定の機関に対し、定期的に報告を行うことを義務付けます。 

④各子会社において、当社と同様に CCOを設置し、コンプライアンスの仕組みを随時検証し、再整備を行う

とともに、コンプライアンスの啓蒙・推進のための主導的な役割を担っていきます。 

 

(7)監査役の職務を補助する従業員について 

①現在、当社及び当社グループ各社は監査役を補助する従業員は配置しておりませんが、監査役から要請を

受けた場合には監査役との協議により配置します。 

②また、当該従業員の任命・異動等における人事権に係る決定には、監査役会の同意を得て決定し、取締役

からの独立性を確保します。 
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(8)取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

①当社及び当社グループ各社の取締役及び従業員は、法定事項に加え、当社及び当社グループ各社の業務ま

たは業績に与える重要な事項について、内部監査の実施状況、内部通報制度を利用した通報の状況及び

その内容、その他各監査役が職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項に関して、監査役に速

やかに報告するとともに監査役は必要に応じて、取締役及び従業員に対して報告を求めることができま

す。 

②また、監査役会は社長・内部監査室・会計監査人とそれぞれ定期的及び必要に応じて意見交換を行います。 

③監査役に報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを当社または当社グループ

各社において受けないことを確保するための制度について、整備しております。 

 

(9)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または債務の処理に係る方針に関する事項 

 監査役がその職務の執行上必要と認める費用について、前払いまたは償還等の請求をした際には、社内規程

に基づき、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除いて、速やかに当該費用または債務を処理

するものとします。 

  

(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①当社及び当社グループ各社では、社長と監査役において、監査における意見交換・協議は、取締役会にて

定例的に実施します。 

②また、内部監査規程に基づき監査を実施する内部監査室との意見交換・協議も適宜実施しており、その連

携の強化に努めます。 

 

(11)反社会的勢力排除に向けた基本方針及び整備状況 

①当社及び当社グループ各社は、「コンプライアンス行動指針」において「反社会的勢力との関係断絶」を

定め、その勢力に対して毅然とした態度で対応し、反社会的行為に加担しないことを基本方針としてお

ります。 

②上記の方針を定めた「コンプライアンス行動指針」は、社員に常時閲覧可能な状態とし、周知徹底を図っ

ております。また、経営管理本部を対応部署として管轄警察署と綿密に連携し、問題発生時には顧問弁

護士及び管轄警察署に相談し適切な対応が取れる体制を整備しております。 

③上記方針に従い、当社及び当社グループ各社は、「反社会的勢力対応規程」にてその具体的な取り組みを

定め、役員及び社員等に常時閲覧可能な状態とし、周知徹底を図っております。 

 

以 上 

 


